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告 示

�愛媛県告示第２１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２２０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２２１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２２２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用

する同法第５０条の２の規定により、指定施術機関から次のように廃

止した旨の届出があった。

発 行 愛 媛 県
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

からまつ眼科クリニック 大洲市東大洲１１５番地１ 令和５年１月１日

Ｓ 調 剤 薬 局 玉 津 店 西条市下島山甲１２３７番５ 令和５年１月１日

このはな脳とこころの診療
所 東温市北野田８２０番地１ 令和５年１月４日

ピコ薬局 にいはま店 新居浜市東田一丁目甲１２
３９番地１ 令和５年１月６日

マック川之江調剤薬局 四国中央市金生町下分９９
５番地１ 令和５年１月６日

ゆりかごファミリークリニ
ック

新居浜市東田一丁目甲１２
３９番地２ 令和５年１月１２日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
ブライト歯科クリニック

今治市常盤町四丁目９番
１号 令和５年１月５日

（変更前）
藤倉歯科医院

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

福 岡 内 科 外 科 医 院 大洲市大洲１８番地１ 令和元年１０月２８日

グ リ ー ン ハ ー ト 薬 局 大洲市東大洲１５７番地２ 令和４年４月２１日

からまつ眼科クリニック 大洲市東大洲１１５番地１ 令和４年１２月３１日

リ ブ ラ 薬 局 玉 津 店 西条市下島山甲１２３７番５ 令和４年１２月３１日

このはな脳とこころの診療
所 東温市北野田８２０番地１ 令和５年１月３日

ゆりかごファミリークリニ
ック

新居浜市喜光地町１－４
－１９ 令和５年１月１１日

毎週（火・金）曜日発行 第３８８号 令和５年３月７日

令和５年３月７日火曜日 第３８８号
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令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２２３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２２４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防・日常

生活支援事業者）から介護予防・日常生活支援事業を次のように休止した旨の届出があった。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２２５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２２６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２２７号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、令和４年度の補

助金から適用する。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

施術機関の氏名 施術機関の住所 廃止年月日

� 津 綾 乃 今治市北日吉町一丁目１－５ 令和５年２月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

木 屋 薬 局 八幡浜市１５２６番地 令和４年８月１日

水 越 耳 鼻 咽 喉 科 今治市南宝来町一丁目４
番地１６ 令和５年３月３１日

介護機関（介護予防・
日常生活支援事業者）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る介護予防・日常生活支援事業を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社レインボープラス 北宇和郡松野町大字豊岡３０１１
番地１２ 訪問介護事業所虹 北宇和郡松野町大字豊岡３０１１

番地１ 令和４年１１月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社大洲調剤 大洲市東大洲１５５番地２ グリーンハート薬局 大洲市東大洲１５７番地２ 令和４年４月２１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社大洲調剤 大洲市東大洲１５５番地２ グリーンハート薬局 大洲市東大洲１５７番地２ 令和４年４月２１日
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改 正 後 改 正 前

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 利用期を迎えつつある森林資源

を活用し及び持続的な森林経営を実現するため、森林法（昭和

２６年法律第２４９号）第１１条第５項の認定に係る森林経営計画

（以下「森林経営計画」という。）の作成者等が、施業の集約

化及び路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、計画的

な搬出、間伐等の森林施業及びこれと一体となつた森林作業道

（ 森林作業道作設指針の

制定について（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第６５６号林野庁

長官通知）に基づいて知事が別に定める指針に適合するものを

いう。以下同じ。）の開設等を行うものとし、その区分、補助

基準及び補助率（以下「区分等」という。）は、別表第１のと

おりとする。

�～� 省略

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 省略

� 特定森林再生事業の森林緊急造成にあつては、次に掲げる者

（市町にあつては森林所有者と協定を締結した者、森林経営管

理法第４条の規定により市町が経営管理権の設定を受けた森林

で施業を行う者又は寄付若しくは分収林契約（分収林特別措置

法（昭和３３年法律第５７号）第２条第３項に規定する分収林契約

をいう。）の解除により公有化した森林で施業を行う者（市町

の所有する森林のうち、これらの者が施業を行う森林と隣接
じん

し、又は路網で直接接続するものであつて、激甚災害（激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年

法律第１５０号）第２条第１項の激甚災害をいう。以下同じ。）

による被害の復旧を行う森林で施業を行う者を含む。）、市町

以外の事業主体にあつてはその所有する森林以外の森林で地方

公共団体及び森林所有者と協定を締結して施業を行う者に限

る。）

ア～オ 省略

� 省略

� 特定森林再生事業の重要インフラ施設周辺森林整備にあつて

は、次に掲げる者（市町にあつてはその所有する森林以外の森

林で森林所有者及び重要インフラ施設の管理者と協定を締結し

た者又は市町の所有する重要インフラ施設周辺の森林におい

て、その所有する森林以外の重要インフラ施設周辺森林整備の

施行地と一体的に施業を行う者、市町以外の事業主体にあつて

はその所有する森林以外の森林で地方公共団体、森林所有者及

び重要インフラ施設の管理者と協定を締結して施業を行う者に

限る。）

ア～オ 省略

�～� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 次に掲げる場合の区分に応じ、

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 利用期を迎えつつある森林資源

を活用し及び持続的な森林経営を実現するため、森林法（昭和

２６年法律第２４９号）第１１条第５項の認定に係る森林経営計画

（以下「森林経営計画」という。）の作成者等が、施業の集約

化及び路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、計画的

な搬出、間伐等の森林施業及びこれと一体となつた森林作業道

（継続的に使用される作業道であつて、森林作業道作設指針の

制定について（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第６５６号林野庁

長官通知）に基づいて知事が別に定める指針に適合するものを

いう。以下同じ。）の開設等を行うものとし、その区分、補助

基準及び補助率（以下「区分等」という。）は、別表第１のと

おりとする。

�～� 省略

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 省略

� 特定森林再生事業の森林緊急造成にあつては、次に掲げる者

（市町にあつては森林所有者と協定を締結した者、森林経営管

理法第４条の規定により市町が経営管理権の設定を受けた森林

で施業を行う者又は寄付若しくは分収林契約（分収林特別措置

法（昭和３３年法律第５７号）第２条第３項に規定する分収林契約

をいう。）の解除により公有化した森林で施業を行う者

、市町

以外の事業主体にあつてはその所有する森林以外の森林で地方

公共団体及び森林所有者と協定を締結して施業を行う者に限

る。）

ア～オ 省略

� 省略

� 特定森林再生事業の重要インフラ施設周辺森林整備にあつて

は、次に掲げる者（市町にあつてはその所有する森林以外の森

林で森林所有者及び重要インフラ施設の管理者と協定を締結し

た者

、市町以外の事業主体にあつて

はその所有する森林以外の森林で地方公共団体、森林所有者及

び重要インフラ施設の管理者と協定を締結して施業を行う者に

限る。）

ア～オ 省略

�～� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 次に掲げる場合の区分に応じ、
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それぞれ次に定める規模

ア 間伐及び更新伐を実施する場合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める規模

� 森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づいて行う場

合 次条の規定による補助金の交付申請ごとに、かつ、森

林経営計画又は特定間伐等促進計画ごとに、間伐及び更新

伐のそれぞれの伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面

積の合計で除して得た値が１ヘクタール当たり１０立方メー

トル以上であること。

それぞれ次に定める規模

ア 間伐及び更新伐を実施する場合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める規模

� 森林経営計画 に基づいて行う場

合 次条の規定による補助金の交付申請ごとに、かつ、森

林経営計画 ごとに、次のａ又はｂ

のいずれかに該当する

こと。

ａ 次に掲げる規模のいずれにも該当する規模であること

又は１森林経営計画内において間伐及び更新伐を実施す

べき施行地の面積の合計が５ヘクタール未満である場合

にあつては、原則として当該施行地の全てにおいて間伐

及び更新伐を実施するものであり、かつ、間伐及び更新

伐のそれぞれにおいて、伐採木の搬出材積の合計を当該

施行地の面積の合計で除して得た値が１ヘクタール当た

り１０立方メートル以上であること。

� 間伐及び更新伐の施行地の面積の合計が５ヘクター

ル以上（民有林と協調した森林整備等を推進するため

に森林管理署等が地方公共団体等との間で締結する協

定について（平成１５年４月２２日付け１４林国経第３５号林

野庁長官通知）に基づき締結された森林施業の一体化

を図る団地（以下「森林共同施業団地」という。）の

設定に係る協定の対象となつている民有林（以下「森

林共同施業団地対象民有林」という。）において実施

する場合にあつては、１森林共同施業団地当たりの施

行地の面積が２．５ヘクタール以上（１森林経営計画の

対象森林である場合に限る。）で、かつ、間伐及び更

新伐の施行地の面積とこれらと一体的に実施したと認

められる国有林の間伐及び更新伐に相当する施行地の

面積との合計が５ヘクタール以上）

� 間伐及び更新伐のそれぞれの伐採木の搬出材積の合

計をそれぞれの施行地の面積の合計で除して得た値が

１ヘクタール当たり１０立方メートル以上

ｂ ａに該当しない施行地のうち、過去に森林環境保全直

接支援事業の間伐が実施されておらず、かつ、ａに該当

する施行地（当該施行地が複数存在する場合は、いずれ

かの施行地）と隣接し、又は路網で直接接続している施

行地（以下「搬出困難等施行地」という。）について、

ａに該当する施行地と一体的に施業を実施する場合にあ

つては、当該搬出困難等施行地の面積の合計がａに該当

する施行地の面積の合計以下であること。

� 特定間伐等促進計画に基づいて行う場合（多様な森林整

備推進のための集約化の促進について（平成１９年３月３０日

付け１８林整整第１２５０号林野庁長官通知）に定める集約化実

施計画（以下「集約化実施計画」という。）の対象森林又

は森林共同施業団地対象民有林において実施する場合に限

る。） 次に掲げる規模のいずれにも該当する規模である

こと。

ａ 間伐及び更新伐のそれぞれにおいて、次条の規定によ

る補助金の交付申請ごとに、かつ、集約化実施計画ごと

に、施行地の面積の合計が５ヘクタール以上（森林共同

施業団地対象民有林において実施する場合にあつては、
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� 森林経営管理法第３５条第１項に規定する経営管理実施権

配分計画（以下「実施権配分計画」という。）に基づいて

行う場合 次条の規定による補助金の交付申請ごとに、か

つ、実施権配分計画ごとに、�中「森林経営計画又は特定

間伐等促進計画」とあるのを「実施権配分計画」と読み替

えた場合における�に定める 規模に該

当すること。

イ・ウ 省略

� 特定森林再生事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール以上

（森林緊急造成であり、かつ、市町の所有する森林のうち、他

の森林緊急造成の施行地と隣接し、又は路網で直接接続するも

のであつて、激甚災害による被害の復旧を行う森林において行

う事業にあつては次条の規定による補助金の交付申請ごとに、

他の森林緊急造成の施行地を除いた施行地の面積の合計が２．５

ヘクタール以上、水田跡地の人工造林にあつては １施行地の

面積が０．０５ヘクタール以上）であるもの

�・� 省略

（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

�～� 省略

� 前号に掲げる場合のほか、造林補助事業と一体的に実施すべ

き事業があるにも関わらず、正当な理由なく 実

施すべき期間内に 当該一体的に実施すべき事業を実施

しないとき 当該交付を受けた補助金相当額

�～� 省略

５ 補助金の交付を受けたものは、 成林に必要な保育

管理その他知事が必要と認める事項を遵守しなければならない。

６ 省略

別表第１（第３条、別表第２、別表第４関係）

森林環境保全直接支援事業

１森林共同施業団地当たりの施行地の面積が２．５ヘクタ

ール以上で、かつ、間伐又は更新伐の施行地の面積とこ

れらと一体的に実施されたと認められる国有林の間伐又

は更新伐に相当する施行地の面積との合計が５ヘクター

ル以上）

ｂ 伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で

除して得た値が１ヘクタール当たり１０立方メートル以上

� 森林経営管理法第３５条第１項に規定する経営管理実施権

配分計画（以下「実施権配分計画」という。）に基づいて

行う場合 次条の規定による補助金の交付申請ごとに、か

つ、実施権配分計画ごとに、�中「森林経営計画

」とあるのを「実施権配分計画」と読み替

えた場合における�ａ又はｂのいずれかに掲げる規模に該

当すること。

イ・ウ 省略

� 特定森林再生事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール以上

（

水田跡地の人工造林にあつては、１施行地の

面積が０．０５ヘクタール以上）であるもの

�・� 省略

（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

�～� 省略

� 前号に掲げる場合のほか、造林補助事業と一体的に実施すべ

き事業がある場合であつて、当該一体的に実施すべき事業を実

施すべき期間を経過しても当該一体的に実施すべき事業を実施

しないとき 当該交付を受けた補助金相当額

�～� 省略

５ 補助金の交付を受けたものは、補植、保育等成林に必要な保育

管理その他知事が必要と認める事項を遵守しなければならない。

６ 省略

別表第１（第３条、別表第２、別表第４関係）

森林環境保全直接支援事業

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 人工造林 優良な育成単層林の人工林の造成を目

的として行う地ごしらえ、植栽（大苗
は

の植栽及び補植を含む。）、播種

並びに低質林等における前生樹の伐

倒及び除去に要する経費

省略 １ 人工造林 優良な育成単層林の人工林の造成を目

的として行う地ごしらえ、植栽（大苗
は

の植栽 を含む。）、播種、施

肥並びに低質林等における前生樹の伐

倒及び除去に要する経費

省略

２ 樹下植栽

等

� 優良な育成複層林の造成を目的と

して上層木がⅢ齢級以上の林分（長

期育成循環施業通知に定める長期育

成循環施業の対象森林の要件を満た

す森林（以下「長期育成循環施業の

省略 ２ 樹下植栽

等

� 優良な育成複層林の造成を目的と

して上層木がⅢ齢級以上の林分（長

期育成循環施業通知に定める長期育

成循環施業の対象森林の要件を満た

す森林（以下「長期育成循環施業の

省略
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対象森林」という。）にあつては、

上層木がⅩ齢級以上の人工林に限

る。）において行う地ごしらえ、樹
は

下への苗木の植栽又は播種 、
とう は

不良木の淘汰、植栽又は播種に伴つ
ほう

て行う地表かき起こし及び不用萌芽

の除去に要する経費

対象森林」という。）にあつては、

上層木がⅩ齢級以上の人工林に限

る。）において行う地ごしらえ、樹
は

下への苗木の植栽又は播種、施肥、
とう は

不良木の淘汰、植栽又は播種に伴つ
ほう

て行う地表かき起こし及び不用萌芽

の除去に要する経費

� 天然更新による森林の育成を目的

として行う地ごしらえ、天然稚幼樹

の発生及び育成を促す地表かき起こ

し、稚幼樹が少ない場合の植栽（植

栽後の確実な成林を図るため必要が
は

あるときは、大苗の植栽）又は播
ほう

種 、不用萌芽又は不用木の除
とう

去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに

林木の枝葉の除去に要する経費

省略 � 天然更新による森林の育成を目的

として行う地ごしらえ、天然稚幼樹

の発生及び育成を促す地表かき起こ

し、稚幼樹が少ない場合の植栽（植

栽後の確実な成林を図るため必要が
は

あるときは、大苗の植栽）又は播
ほう

種、施肥、不用萌芽又は不用木の除
とう

去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに

林木の枝葉の除去に要する経費

省略

３ 下刈り 植栽により更新したⅡ齢級以下の林分

（複層林にあつては、下層木がⅤ齢級

以下のものに限る。）又はその他の方

法により更新したⅧ齢級以下の林分

（複層林にあつては、下層木がⅧ齢級

以下のものに限る。）において行う雑

草木の除去

に要する経費

省略 ３ 下刈り 植栽により更新したⅡ齢級以下の林分

（複層林にあつては、下層木がⅤ齢級

以下のものに限る。）又はその他の方

法により更新したⅧ齢級以下の林分

（複層林にあつては、下層木がⅧ齢級

以下のものに限る。）において行う雑

草木の除去及びこれに併せて行う施肥

に要する経費

省略

４～７ 省略 ４～７ 省略

８ 保育間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢級

以下

の林分又

は伐採しようとする不良木の胸高直径

の平均が１８センチメートル未満の林分

に お い て 行 う 不 用 木（侵 入 竹 を 含
とう

む。）の除去及び不良木の淘汰に要す

る経費

省略 ８ 保育間伐 適正な密度管理を目的としてⅦ齢級以

下（天然林又は新型コロナウイルス感

染症による経済活動の急速な縮小に伴

う地域の木材需要の急変により、林業

事業体の雇用の維持及び事業の継続の

観点から緊急に必要と認められる場合

にあつては、ⅩⅡ齢級以下）の林分又

は伐採しようとする不良木の胸高直径

の平均が１８センチメートル未満の林分

に お い て 行 う 不 用 木（侵 入 竹 を 含
とう

む。）の除去及び不良木の淘汰に要す

る経費

省略

９ 間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢級

以下の林分若しくは市町村森林整備計

画（森林法第１０条の５第１項の市町村

森林整備計画をいう。以下同じ。）に

定める立木の標準伐期齢（以下「標準

伐期齢」という。）に２を乗じて得た

林齢以下の林分又は地域の標準的な施

業における本数密度をおおむね５割上

回る森林若しくは立木の収量比数がお

おむね１００分の９５以上の森林において

行う不用木（侵入竹を含む。）の除去
とう

及び不良木の淘汰並びにこれらの搬出

集積

省略 ９ 間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢級

以下の林分若しくは市町村森林整備計

画（森林法第１０条の５第１項の市町村

森林整備計画をいう。以下同じ。）に

定める立木の標準伐期齢（以下「標準

伐期齢」という。）に２を乗じて得た

林齢以下の林分又は地域の標準的な施

業における本数密度をおおむね５割上

回る森林若しくは立木の収量比数がお

おむね１００分の９５以上の森林において

行う不用木（侵入竹を含む。）の除去
とう

及び不良木の淘汰並びにこれらの搬出

集積（標準伐期齢に２を乗じて得た林

齢以下の林分において行うものにあつ

ては、森林経営計画に基づいて行うも

省略



愛 媛 県 報令和５年３月７日 第３８８号

１３４

に要する経費 のに限る。）に要する経費

１０ 更新伐 育成複層林の造成及び育成若しくは人

工林の広葉樹林化の促進又は天然林の

質的かつ構造的な改善のための適正な

更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下又は

標準伐期齢に２を乗じて得た林齢以下

の林分（長期育成循環施業の一環とし

て実施する場合にあつては、Ⅹ齢級以

上の林分）において行う不用木（侵入
とう

竹を含む。）の除去、不良木の淘汰及

び支障木、あばれ木等の伐倒並びにこ

れらの搬出集積及び巻枯らし

に要する経費

省略 １０ 更新伐 育成複層林の造成及び育成若しくは人

工林の広葉樹林化の促進又は天然林の

質的かつ構造的な改善のための適正な

更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下又は

標準伐期齢に２を乗じて得た林齢以下

の林分（長期育成循環施業の一環とし

て実施する場合にあつては、Ⅹ齢級以

上の林分）において行う不用木（侵入
とう

竹を含む。）の除去、不良木の淘汰及

び支障木、あばれ木等の伐倒並びにこ

れらの搬出集積及び巻枯らし（標準伐

期齢に２を乗じて得た林齢以下の林分

において行うものにあつては、森林経

営計画に基づいて行うものに限る。）

に要する経費

省略

１１・１２ 省略 １１・１２ 省略

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、次の全てに該当するものとする

。

� １から１０までのいずれかの施業と一体的に実施さ

れ、同時期又は一定期間施業に先行して実施されるも

のであること。ただし、森林作業道の改良について

は、この限りでない。

� 森林環境保全整備事業実施要領第２の４�に規定す

る事前計画に記載された既設の林内路網の状況からみ

て、当該事前計画に記載された林内路網の整備の目標

を達成するために整備することが相当であると知事が

認めるものであること。

� 事業実施後に当該森林作業道の管理者が書面におい

て明らかなものであること。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備後 に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備後 に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内又は５年以

内のいずれか短い期間）先行して実施することができ

る。ただし、当該期間内に施業が実施されなかつた場合

は、その事由を明らかにするものとする。

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、１から１０までのいずれかの施業と

一体的に実施するものであつて、かつ、森林環境保全整

備事業実施要領第２の４�に規定する事前計画に記載さ

れた既設の林内路網の状況からみて、当該事前計画に記

載された林内路網の整備の目標を達成するために整備す

ることが相当であると知事が認めるものに限る。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備と一体的に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内

）先行して実施することができ

る。

別表第２（第３条関係）

特定森林再生事業

１ 森林緊急造成

別表第２（第３条関係）

特定森林再生事業

１ 森林緊急造成

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～８ 省略 １～８ 省略

備考

１～３ 省略

備考

１～３ 省略
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４ 森林作業道整備は、次の全てに該当するものとする

。

� １から６までのいずれかの施業と一体的に実施さ

れ、同時期又は一定期間施業に先行して実施されるも

のであること。

� 森林環境保全整備事業実施要領第２の４�に規定す

る事前計画に記載された既設の林内路網の状況からみ

て、当該事前計画に記載された林内路網の整備の目標

を達成するために整備することが相当であると知事が

認めるものであること。

� 事業実施後に当該森林作業道の管理者が書面におい

て明らかなものであること。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備後 に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備後 に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内又は５年以

内のいずれか短い期間）先行して実施することができ

る。ただし、当該期間内に施業が実施されなかつた場合

は、その事由を明らかにするものとする。

４ 森林作業道整備は、１から６までのいずれかの施業と

一体的に実施するものに限る。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備と一体的に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内

）先行して実施することができ

る。

２ 被害森林整備 ２ 被害森林整備

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～１１ 省略 １～１１ 省略

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、次の全てに該当するものとする

。

� １から９までのいずれかの施業と一体的に実施さ

れ、同時期又は一定期間施業に先行して実施されるも

のであること。

� 森林環境保全整備事業実施要領第２の４�に規定す

る事前計画に記載された既設の林内路網の状況からみ

て、当該事前計画に記載された林内路網の整備の目標

を達成するために整備することが相当であると知事が

認めるものであること。

� 事業実施後に当該森林作業道の管理者が書面におい

て明らかなものであること。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備後 に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備後 に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内又は５年以

内のいずれか短い期間）先行して実施することができ

る。ただし、当該期間内に施業が実施されなかつた場合

は、その事由を明らかにするものとする。

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、１から９までのいずれかの施業と

一体的に実施するものに限る。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備と一体的に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内

）先行して実施することができ

る。

３ 重要インフラ施設周辺森林整備 ３ 重要インフラ施設周辺森林整備

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～１１ 省略 １～１１ 省略

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、次の全てに該当するものとする

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、１から９までのいずれかの施業と



愛 媛 県 報令和５年３月７日 第３８８号

１３６

。

� １から９までのいずれかの施業と一体的に実施さ

れ、同時期又は一定期間施業に先行して実施されるも

のであること。

� 森林環境保全整備事業実施要領第２の４�に規定す

る事前計画に記載された既設の林内路網の状況からみ

て、当該事前計画に記載された林内路網の整備の目標

を達成するために整備することが相当であると知事が

認めるものであること。

� 事業実施後に当該森林作業道の管理者が書面におい

て明らかなものであること。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備後 に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備後 に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内又は５年以

内のいずれか短い期間）先行して実施することができ

る。ただし、当該期間内に施業が実施されなかつた場合

は、その事由を明らかにするものとする。

一体的に実施するものに限る。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備と一体的に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内

）先行して実施することができ

る。

４ 保全松林緊急保護整備

� 省略

� 松林保護樹林帯造成

４ 保全松林緊急保護整備

� 省略

� 松林保護樹林帯造成

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～１０ 省略 １～１０ 省略

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、次の全てに該当するものとする

。

� １から８までのいずれかの施業と一体的に実施さ

れ、同時期又は一定期間施業に先行して実施されるも

のであること。

� 森林環境保全整備事業実施要領第２の４�に規定す

る事前計画に記載された既設の林内路網の状況からみ

て、当該事前計画に記載された林内路網の整備の目標

を達成するために整備することが相当であると知事が

認めるものであること。

� 事業実施後に当該森林作業道の管理者が書面におい

て明らかなものであること。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備後 に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備後 に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内又は５年以

内のいずれか短い期間）先行して実施することができ

る。ただし、当該期間内に施業が実施されなかつた場合

は、その事由を明らかにするものとする。

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、１から８までのいずれかの施業と

一体的に実施するものに限る。

５ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に原則として２年（当該森

林作業道整備と一体的に実施することとされている施業

が森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づくもので

ある場合にあつては、これらの計画の期間内

）先行して実施することができ

る。

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 省略

� 耕作放棄地等森林造成

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 省略

� 耕作放棄地等森林造成
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�愛媛県告示第２２８号
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平

成１６年法律第３１号）第３７条の規定に基づき、次の国際水域施設に接
ふ

続する重要国際埠頭施設が国際航海船舶の利用に供される間におい

て立入りを制限する区域を次のとおり設定する。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

地区名 国際水域施設名 制限区域

三島川之江港

大江地区

大江地区大江１号岸壁前面泊地 別図に示す区域

大江地区大江２号岸壁前面泊地

大江地区大江３号岸壁前面泊地

大江地区大江４号岸壁前面泊地

（制限区域を示す関係図面は、省略し、その図面は、愛媛県庁、

四国中央土木事務所及び四国中央市役所に備えて一般の縦覧に供す

る。）

�������
�愛媛県告示第２２９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び内子町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西条市神拝土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を令和５年２月２７日認可した。

令和５年３月７日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 保育間伐 別表第１ ８に同じ。 省略 ８ 保育間伐 適正な密度管理を目的としてⅦ齢級以

下（天然林にあつては、ⅩⅡ齢級以

下）の林分又は伐採しようとする不良

木の胸高直径の平均が１８センチメート

ル未満の林分において行う不用木（侵
とう

入竹を含む。）の除去及び不良木の陶

汰に要する経費

省略

９～１２ 省略 ９～１２ 省略

備考 省略 備考 省略

� 省略

様式第１号（第６条、様式第３号関係）

省略

� 省略

様式第１号（第６条、様式第３号関係）

省略

省略 省略

注 省略

別紙

省略

注 省略

別紙

省略

省略 省略

注１～１０ 省略

１１ 事前計画提出日欄には、森林環境保全直接支援事業の人

工造林、間伐、保育間伐、更新伐及び森林作業道整備並び

に花粉発生源対策促進事業に係る申請の場合は、当該事前

計画を知事に提出した年月日を記載すること。

１２ 省略

注１～１０ 省略

１１ 事前計画提出日欄には、森林環境保全直接支援事業の人

工造林、間伐 、更新伐及び森林作業道整備並び

に花粉発生源対策促進事業に係る申請の場合は、当該事前

計画を知事に提出した年月日を記載すること。

１２ 省略

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

吉野川
３８５－
Ⅰ－６０
０１

喜多郡
内子町
吉野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

吉野川
３８５－
Ⅰ－６０
０１

喜多郡
内子町
吉野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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�愛媛県告示第２３１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年３月７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第２３２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年３月７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第２３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和５年３月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第４８号

令和５年２月２７日
東温市南方字八幡森２００２番、２００７番１

松山市森松町９０９番地２

瀧 尾 昇

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第４７号

令和５年２月２８日
伊予郡松前町大字永田字銭�４２番３

伊予郡松前町大字永田４０番地

清 家 隆 弘

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線

上浮穴郡�万高原町上畑野川２２６７番１地先から

同町上畑野川乙２６３番２地先まで
旧 ３．３～７．７ ０．２６３

上浮穴郡�万高原町上畑野川２２６４番５から

同町上畑野川２４９９番２まで
新 ８．６～２０．４ ０．２６３

令和５年３月７日 発行


